
相武台地区の小・中学校の通学区域

（第１段階） 学校再編による学習環境の整備期間を考慮し、令和８年４月を目途に、もえぎ台小学校を閉校し、
相武台小学校及び緑台小学校の２校に再編する。

【再編前の通学区域図】 【再編後の通学区域図】



令和８年４月の学校再編に伴う、もえぎ台小学校
の閉校において、

・就学指定校を変更する区域に、指定変更許可

区域を設定する。(※)

※もえぎ台小学校の通学区域から、緑台小学校の

通学区域に変更になった区域に、学校施設に

余裕がある相武台小学校を変更可能校に設定

・指定変更許可区域を設定する期間は、

令和８年４月から１年間とする。

○設定する区域一覧

【指定変更許可区域図】
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2

区域 就学指定校
変更後

の就学指定校

新磯野４丁目１番～８番９号

緑台小学校 相武台小学校
新磯野５丁目


